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千
八
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七
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四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決

議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項

及
び
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
物
資
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
無
人
航
空
機
」
の
下
に
「
又
は
そ

の
製
造
用
の
装
置
若
し
く
は
工
具
、
試
験
装
置
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
噴
霧
で
き

る
」
を
「
噴
霧
す
る
」
に
、
「
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
イ
（
二

）
中
「
固
体
ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置
」
の
下
に
「
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
チ
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

チ

前
号
イ
の
（
二
）
に
該
当
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置
の
部
分
品

第
五
条
第
二
十
一
号
ト
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ト

ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
無
人
航
空
機
に
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
マ
ル
エ
ー
ジ
ン
グ
鋼
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

固
溶
化
熱
処
理
段
階
で
二
〇
度
の
温
度
に
お
い
て
測
定
し
た
最
大
引
張
強
さ
が
九
〇
〇
、
〇
〇
〇
、

〇
〇
〇
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の

２

析
出
硬
化
熱
処
理
段
階
で
二
〇
度
の
温
度
に
お
い
て
測
定
し
た
最
大
引
張
強
さ
が
一
、
五
〇
〇
、
〇

〇
〇
、
〇
〇
〇
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
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（
二
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

厚
さ
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
板
又
は
管

２

厚
さ
が
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
管
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
内
径
が
二
七
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の

附

則

こ
の
省
令
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。


